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第 173 回

清掃業を営む S 社は、ゴミ収集車によ

り市内を巡回し家庭ゴミの収集を行ってい

る。

S 社では日頃より安全教育に力を入れて

おり、収集作業中の車両への飛び乗り、飛

び降りについて禁止事項として殊に戒めて

いるところであったが、収集作業員である

Ｂは巡回中、収集作業のため助手席から飛

び降りた際バランスを崩し着地に失敗した

ため、足を捻り左腓（ひ）骨を骨折した。

この負傷は業務上のものだとして、労災保

険の支給を受けていた。　　

だが、ようやくそのケガも治ろうかとい

う段になって通院の際に病院の階段を踏み

外し、また同じ箇所を再度骨折してしまっ

た。

今回の同じ箇所の再骨折については、通

院の際の病院での階段の踏み外しという事

故は労働災害でではない。それはそれ自体

業務上の行為ではなく、また、事業主の指

揮命令下にあったともいえず、事業場内の

事故でもないからである。

であるが、そもそも初めの業務上骨折が

なかったら足元も不自由でなく、階段を踏

み外すということもなく、再度骨折するこ

ともない、と推論できるため２度の骨折に

ついて因果関係を認めることができる。し

たがって、２度目の骨折も業務上傷病とし

て労災保険の対象となった。

労災保険ではその傷病と最初に業務上と

認定された傷病との間に因果関係があるか

ないかによって、業務上（労災保険の支給

が

え
る
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対象）となるか否かを判断している。この

場合、初めの業務上傷病との因果関係に着

目すると、次のような形に分類できる。

（分類Ⅰ）
最初の業務上傷病とその後の傷病との間

に何の関係も存在しないとき、この場合は

業務外であることは明白である。

例えば、業務上傷病の療養期間中に、業

務外の交通事故に被災したなどがこれにあ

たる。

この場合、療養の補償を行うのは交通事

故を起こした加害者であり自賠責保険によ

る手当てを受けることになるだろう。

（分類Ⅱ）
両者の間に因果関係がある場合。この場

合は、さらにいくつかのタイプに分けられ

る。

たとえば、業務上の負傷を（Ａ）、その

治療及びそれに付随する行為を（x）、再度

の負傷を（a）とすると、次のような場合に

は因果関係が認められる。

イ . Ａがなかったならば（ⅹもなく、ⅹ

がなければ）a も生じなかったであろうと

いう場合。

ロ . Ａがなかったならば（ⅹが生じたと

しても）a は生じなかったであろうという

場合。

業務上災害による骨折（A）がなければ、

治療のための通院も足元が不自由で階段を

踏み外す（ⅹ）ということもなく、再度同

一部位の骨折（a）も起こらなかったという

この事例は上記イ . にあたる。また労災病

院に入院療養中の労働者が、医師の指示に

基づき療養の一環としての機能回復訓練中

に発生した災害が、当初の業務上の負傷と

の間に相当因果関係が認められるので業務

上とされたケースがある（昭 42・１・22

基収 7808）。

なお、Ａが生じなかったとしても、ⅹが

生じたならば a は生じたであろう、といっ

た場合には、Ａ a 間に因果関係は認められ

ない。

（分類Ⅲ）
両者の間に自己または他人の故意ある行

為が介在していた場合

この場合には Aa 間に条件関係がみられ

ても、一般には因果関係はないとされてい

る。

例を挙げれば、業務上傷病の療養期間中

であるにもかかわらず、診療担当医の許可

もなくスポーツ競技を行い症状を悪化させ

た場合などがこれにあたる。

そもそも、労災の被災者で療養期間中

の者は治療に専念する義務があるのだから

症状を悪化させる行為などは言語道断であ

る。

また、故意にこれを行った場合労災保険

の支給制限を受ける場合がある（労災法第

12 条の 2 の 2）。

なお、この場合の支給制限は、１件につ

き休業補償給付、傷病補償年金または休業

給付、傷病年金の 10 日分となっている。

もちろん、ここにいう故意には未必の故意

は含まれないこととなる。




